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第２章 水道事業を取り巻く今後の事業環境と課題 

１ 人口減少社会の到来と料金収入の減少 

本市の行政区域内人口が、２０１４（平成２６）年度をピークに減少に転じたことで、

給水人口も２０１４（平成２６）年度・２０１５（平成２７）年度の４８万５,４００人

をピークに減少に転じ、２０１７（平成２９）年２月に策定された「長期的水需給計画 

基本計画（改訂版）」では、「水道ビジョンまつやま２０１９」の最終年度にあたる 

２０２８年度の給水人口は、約４６万４,３００人まで減少すると見込んでいます。 

また、今後もトイレなどの節水型機器の普及により、給水量は減少傾向が続くと見込

まれ、その結果、水道料金収入（消費税等を除く）も２０１９年度から２０２８年度ま

での１０年間で約３億円減少する見込みであり、将来の水道事業の経営状況は厳しくな

るものと考えています。 

 

 

 

 

なお、１００年後の本市の総人口の推計から試算した水道料金収入は、現在の７７億

円から３割近く減少し、５６億円程度になる見込みです。 
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図表１７ 本市の人口と料金収入の推移 
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２ 水道施設の老朽化と増大する更新需要 

本市の水道事業では、２０１７（平成２９）年度末現在、基幹管路２６３ｋｍを含む

総延長２,２３８ｋｍの管路と市之井手浄水場など９つの浄水場のほか、３４か所の配

水池などの施設を保有しています。 

このうち、管路については、昭和４０年代後半から平成１０年代にかけて、人口増加

に伴う拡張事業により集中的に整備されていることから、今後、法定耐用年数（４０年）

を超える管路が急激に増加し、水道管の材質によっては漏水事故などの危険性が増すこ

とから、大量更新に伴い毎年の更新需要が増加することへの対応が求められています。 

 

                                       

 

 

次に、施設については、本市の基幹浄水場である竹原浄水場が１９５０（昭和２５）

年に、また垣生浄水場が１９６０（昭和３５）年に整備され、それぞれ昭和５０年代に

施設の部分改修を行い、現在、竹原浄水場が６９年、垣生浄水場が５９年経過していま

す。また、本市の人口増加に伴って水需要も増加したことから、１９７３（昭和４８）

年に石手川ダムが完成し、それに併せて整備された市之井手浄水場は、１９７４（昭和

４９）年に完成し、現在、４５年が経過しています。 

これら浄水場は、旧耐震基準に基づき整備されたことから、施設の安全性を確保する

ため、２０１０（平成２２）年度に市之井手浄水場の耐震化工事を行ったほか、他の浄

水場等も計画的に耐震化を行い施設の長寿命化を図っていますが、将来的には全面リニ

ューアルの時期を迎えることから、施設の更新需要の増加への対応も求められています。 

更新対象の管路の増加 

図表１８ 管路の布設年度別延長 

 
年度 

80 

 

延長ｋｍ 

70 

 

50 

60 

40 

30 

20 

0 

10 



 

16 

 

   

 

 

 

 

 

 

浄水処理能力 耐震化事業完了年度

1 市之井手浄水場 ９７，０００ｍ３/日 　２０１０年度完了

2 かきつばた浄水場 ４０，２００ｍ３/日 　２０１１年度完了

3 高井神田浄水場 ３２，６００ｍ３/日 　２０１２年度完了

4 垣生浄水場 ２０，０００ｍ３/日 　２０１４年度完了（着水井を除く）

5 竹原浄水場 ― 　２０１５年度完了

6 北条浄水場 ７，９００ｍ３/日 　２０１５年度更新工事で完了

7 院内浄水場 １，８００ｍ３/日 　２０１１年度耐震性確認

8 久谷浄水場 ４，５００ｍ３/日 　２０１５年度新設

9 中野浄水場 ５１７ｍ３/日 　２００６年度新設

２０４，５１７ｍ３/日

施設名

計

浄水施設の耐震化率
９０．２％

【市之井手浄水場】 

・１９７４（昭和４９）年に完成し、現在 

４５年が経過 

 

・２０１０（平成２２）年度に耐震化済み 

【垣生浄水場】 

・１９６０（昭和３５）年に供用を開始し、 

１９８２（昭和５７）年の部分改修を経て、 

現在５９年が経過 

 

・２０１４（平成２６）年度に耐震化工事が 

不可能な着水井を除き耐震化済み 

【竹原浄水場】 

・１９５０（昭和２５）年に供用を開始し、 

１９７９（昭和５４）年の部分改修を経て、 

現在６９年が経過 

 

・２０１５（平成２７）年度に耐震化済み 

図表１９ 浄水施設一覧と耐震化状況 
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３ 巨大地震に備えた震災対策 

 水道は住民生活に欠かせない大切なライフラインですが、東日本大震災では水道管の

継手部分の破損や、配水池の倒壊などで長期間にわたって断水が続き、飲料水だけでな

く医療現場などにも必要な水を安定的に届けられなくなるなど、市民生活に大きな影響

が出ました。 

 本市でも、近い将来、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震に備え、「水道ビジ

ョンまつやま２００９」の取り組みとして、２００９（平成２１）年度以降、浄水場や

配水池の耐震化を重点的に推進した結果、震災時に水道水を確保するための施設整備に

目途が立ったことから、現在は２０１３（平成２５）年３月に定めた「基幹管路の耐震

化基本構想」に基づき、基幹管路の耐震化を進めています。 

 特に、総延長が２６３ｋｍにも及ぶ口径の大きな基幹管路の耐震化には、多額の事業

費と長期間を要するため、事業計画を定めて救急医療機関等の重要施設までの管路や被

害率等の高い管路を優先的に耐震化し、耐震適合率を上げることで大規模災害発生時の

断水被害等を少なくしていきたいと考えています。 

 

  

         
 

 

写真の引用： 

２０１１年東日本 

大震災水道施設 

被害等現地調査団 

報告書 

（厚生労働省健康局 

水道課・社団法人 

日本水道協会） 

被害を受けた 

水道管 

被害を受けた 

配水池 

震災前 震災後 

写真の引用： 

２０１１年東日本大震災水道施設 

被害等現地調査団報告書 

（厚生労働省健康局水道課・ 

社団法人日本水道協会） 
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４ お客さまニーズへの対応 

本市水道の将来像として掲げた「安らぎと潤い、豊かな暮らしを支える水道」の実現

に向けて、水道サービスに対するお客さまの満足度やニーズを把握することは、向こう

１０年間の「水道ビジョンまつやま２０１９（水道事業経営戦略）」の策定に当たって、

大切な要素となります。 

そこで、「水道に関するお客さま意識調査」を２０１８（平成３０）年４月に実施し、

現行の「水道ビジョンまつやま２００９」策定時の調査【２００８（平成２０）年１月

に実施】と比較したところ、サービス全般への満足度は「満足」と「どちらかというと

満足」を合わせると５７％となり、前回より４ポイント向上したことから、お客さまに

は、水道事業へのご理解をある程度いただいていると考えています。 

一方、「今後の水道事業で力を入れてほしいこと」では、安全な水道水を供給するた

めの水質管理と地震などの災害に強い水道施設の整備との回答が特に多かったことか

ら、水質管理のレベルアップを図るとともに、水道料金への影響を出来るだけ抑えたう

えで、基幹管路の耐震化、老朽管路や水道施設の更新・改良などに取り組んでいく必要

があると考えています。 

 

 

 

 

 

11%

42%

40%

5%

2%

0%

11%

46%

34%

4%
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4%
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77%

49%

44%

76%

34%

68%

10%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

安全な水道水を供給するための水質管理

おいしい水道水の供給

地震などの災害に強い水道施設の整備

（新設）お客さまサービスの向上

（新設）経費の削減などの経営努力
2008年調査 2018年調査

図表２０ サービス全般への満足度 

図表２１ 今後の水道事業で力を入れてほしいこと 
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５ 公営企業の「経営戦略」策定の要請 

人口減少等による料金収入の減少や保有する施設の老朽化による大量更新時期の到

来など公営企業をめぐる経営環境が大きく変化していることから、２０１４（平成２６）

年８月、総務省は、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中

長期的な基本計画である「経営戦略」の策定を要請しました。 

この「経営戦略」の策定に当たっては、各公営企業が効率化・経営健全化の取り組み

を盛り込むほか、施設のダウンサイジングや長寿命化などを加味した投資試算と、料金

の見直しなどの財源試算の検討を行い、収支のギャップが生じた場合にはその解消を図

ったうえで、１０年以上を計画期間とする中長期の投資・財政計画を策定することによ

り、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上につなげることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の設備投資などから

現状の「見える化」

需要予測などから

将来の「見える化」

中長期（１０年以上）の

投資・財政計画を均衡

させるための改善施策

経 営 戦 略

○大量更新となる管路の

更新需要の平準化

○浄水場、配水池の統廃合

の検討

○施設の長寿命化の検討

○遊休資産の売却や経常

経費縮減の検討

○企業債発行額の見直し

○繰出基準を満たす一般

会計繰出金の確保

○適正な水道料金の検討

投資計画の再検討 財政計画の再検討

両面から収

支の均衡を

図る

図表２２ 投資計画と財政計画を均衡させる経営戦略のイメージ 
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６ 長期の投資計画と財政収支見通しの検討 

（１）管路の更新計画 

 高度経済成長期以降に集中的に整備した管路については、今後順次、法定耐用年数 

（４０年）が経過しますが、法定耐用年数を基にして更新時期を設定した場合、管路の

更新延長が急激に増加し、事業経営を圧迫する要因となります。 

そこで、厚生労働省等が示す基準等により、本市でも１９７９（昭和５４）年頃から

ダクタイル鋳鉄管の布設に当たっては、水道管の外側を耐食性の強いシートで保護する

ことで、法定耐用年数を経過しても強度や耐久性が維持できるよう長寿命化対策を講じ

てきました。こうした対策に基づき２０１２（平成２４）年度に、実使用年数を基に管

路の用途や材質などを考慮した本市独自の更新基準を設定し、将来の更新需要を把握す

ることにしました。 

その結果、東日本大震災で被害の大きかった硬質塩化ビニル管（ＶＰ）が、２０１７

（平成２９）年から２０５６年までの４０年にわたって更新時期を迎えるほか、地震に

弱い非耐震継手のダクタイル鋳鉄管（ＤＩＰ）については、２０６２年から２０９１年

までの３０年間、突出して更新延長が長くなります。 

また、２１０２年以降は、耐震性を有するダクタイル鋳鉄管（ＤＩＰ）の更新需要が

増大します。（図表２３） 
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VP DIP非耐震継手(A形・K形)

DIP耐震継手(NS形・GX形) その他の管種(CIP,SP等)

ＤＩＰは更新時期が集中

するため前倒しや先送り

による平準化が必要

更新延長（ｋｍ）

年

図表２３ 本市独自の更新基準に基づく配水支管（管種・継手別）の更新延長 
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そこで、まずは２０６２年から２０９１年までの３０年間、突出して更新延長が長く

なる非耐震継手のダクタイル鋳鉄管（ＤＩＰ）の種類を細分化し、更新延長を平準化す

るための考え方を示したものが図表２４です。 
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ＶＰ 主要管(A形・K形) 液状化地盤(A形・K形)

その他の管路(A形・K形) 耐震管 その他の管種(CIP,SP等)

図表２４ 配水支管（管種・継手別を細分化）の更新延長を平準化するための考え方 

○用語解説 

ＶＰ：硬質塩化ビニル管 

Ａ形：ダクタイル鋳鉄管の非耐震継手であるＡ形継手を有する管路 

Ｋ形：ダクタイル鋳鉄管の非耐震継手であるＫ形継手を有する管路 

主要管：配水支管の中で事故時の断水件数が特に多いと想定される重要度の高い管路 

液状化地盤：液状化地盤に埋設されている管路 

その他の管路：主要管、液状化地盤に埋設されている管路以外の管路 

ＶＰは安全性に劣る管種

のため早めの更新が必要 

断水の影響範囲や液状化

地盤などの条件により、優

先順位を決め平準化する 

年 

更新延長（ｋｍ） 
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これらを基に、管路の約９割を占める配水支管の更新に当たっては、安全性に劣る 

ＶＰを最優先で行い、更新期間も４０年から２０年に短縮するとともに、非耐震継手の

ＤＩＰ（Ａ形、Ｋ形等）については、地震等が発生した際に断水の影響範囲が大きい管

路や液状化地盤により被害が生じやすい管路などを優先して更新することにより、５年

度ごとの更新延長を平準化する計画としました。（図表２５） 
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ＶＰ 主要管(A形・K形) 液状化地盤(A形・K形) その他の管路(A形・K形) 耐震管

更新延長（ｋｍ）

年

（第１順位）

ＶＰを前倒し

４０年➡２０年

（第２順位）

断水の影響範囲が

大きいＤＩＰを集

中更新

（第３順位）

液状化地盤で被

害が出るＤＩＰ

を集中更新

（第４順位）

１９９７年以前の

Ａ形継手のＤＩＰ

を更新

（第５順位）

１９９８年以降の

Ｋ形継手のＤＩＰ

を更新

図表２５ 見直し後の配水支管（管種・継手別を細分化）の更新計画 
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（２）施設の更新計画 

 浄水場の耐震化については、２００７（平成１９）年度から着手し、２０１５（平成

２７）年度に完了していますが、３つの基幹浄水場（市之井手浄水場、垣生浄水場、 

竹原浄水場）は、近い将来、全面的なリニューアルの時期を迎えることから、その所要

資金を確保するため、２０１２（平成２４）年３月に基金を創設し、垣生浄水場、竹原

浄水場、市之井手浄水場の順に２０２９年から２０４３年にかけてリニューアルに着手

する予定としていました。 

 しかし、同時期が「基幹管路の耐震化基本構想」の第１期から第３期までの期間 

（２０１３年～２０４３年）と重なることも考慮し、できる限り既存の施設を延命化で

きるよう中長期の投資計画を再検討しました。 

その中で、浄水場の主要構造物である配水池やろ過池などの経過年数が８０年を 

超えないよう見直した結果、まず竹原浄水場を２０２５年から、続いて垣生浄水場を 

２０３１年頃から、最後に市之井手浄水場を２０３８年頃から全面リニューアルする計

画に変更しました。 

 

 

浄水場更新工事の工期

80年経過時期

80年経過時期

　　○土木建築構造物の更新基準の設定（本市独自基準）

　　　【国等の事例】
　　　　厚生労働省、水道技術研究センターの事例では、
　　　　土木構造物が６５年～９０年、建築構造物が６５年～７５年。

　　　【本市の実例】
　　　　１９３０年築造の三津配水池で老朽化による漏水が発生し、これ以上の延命
　　　　化は困難と判断し、２０１５年から更新工事に着手した。
　　　　この配水池の実使用年数は８５年。

　　　これらの事例を参考に現在の計画では、本市所有の浄水場等の土木建築構造物
　　　の更新基準は、８０年を経過しないこととしています。

2025 2027 2029 20472031 2033 2035

市之井手
浄水場

80年経過時期

2053 2055

竹原
浄水場

垣生
浄水場

2037 2039 2041 2043 2045 2049 2051

【方針】2017年度と2018年度に代替の浄水場用地を確保し、

既存施設を運転しながら全面リニューアルの予定。

【方針】・現在地にて運転しながら全面リニューアルの予定。

・施設を機能別に建設、解体しながら更新するため

工期は長期間に及ぶ。

【方針】・現在地にて運転しながら全面

リニューアルの予定。

施設名

年度

図表２６ 基幹浄水場の個別施設計画 
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（３）施設の統廃合 

 本市水道施設のうち、給水区域の需要量に応じて適切な配水をするため水道水を一時

的にためる配水池は、市内３４か所に４５池を設置しています。 

本市では漏水の防止対策を積極的に実施するなど、効率的な水運用に努めてきたこと

で、一時的に確保すべき配水量を段階的に見直すことができたことから、これまでに役

割を終えた配水池８池を廃止し、また計画期間中の２０１９年度から２０２８年度の間

にも城山配水池など４池を廃止する予定です。（巻末資料 「４ 個別施設計画」参照） 

 
また、漏水防止などの観点から設置している給水圧コントロール施設について、給水

エリアの見直しや管路網の整備等によって給水圧抑制の効果が低くなった施設１１か

所の廃止などを進めます。 

 

×××

現状

廃止後

配水池

配水池 配水池 配水池

配水管

配水管 送水管

配水池

水圧調整をしていない無調整区

水圧調整をしている

調整区

末端圧監視所

調整局

調整局

末端圧監視所

市之井手浄水場中央監視室

（制御用計算機）

効果が低い

ため廃止

効果が高い

ので更新

効果が低い

ため廃止

効果が高い

ので更新

水圧調整をしている調整区

工事費削減効果 

約７億４千万円 

工事費削減効果 

約８億円 
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（４）財政収支の見通し 

 本市の水道料金は、消費税率引上分の転嫁と市町合併等に伴う料金統一を除くと、 

２００１（平成１３）年度に引き上げて以来、１７年間据え置いてきました。 

しかし、今後は人口減少により料金収入が減少するうえに、水道施設の更新需要が増

大するため、現在の料金水準のままで借入を増やして、設備投資額を平準化するだけで

は、健全経営を維持していくことが困難となり、損益収支は２０２８年頃には赤字に、

また、その４年後の２０３２年頃には資金残高もマイナスになる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）収支の均衡に向けた財源確保の考え方 

公営企業局としては、引き続き、水道事業で遊休資産となった土地の売却などによる

収入の確保や、施設の統廃合などによる投資の抑制やさらなる業務の効率化による経費

の削減などの経営努力を行いますが、長期的な財政収支を見通す中では、経営努力のみ

で損益収支の悪化や資金残高の減少を抜本的に改善することは困難と考えます。 

そこで、長期的な財政見通しに基づき、設備投資に充てる借入の増額と適正な水準の

水道料金を組み合わせることで、健全で持続可能な経営基盤を維持していく必要がある

と考えています。 
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当年度純損益 累積損益 資金残

当
年
度
純
損
益

累
積
損
益
・

資
金
残

億円 億円

２０３２年以降に

資金残がマイナス

２０２８年以降に

損益収支が赤字

実績 予測

1989  1992 1995 1998 2001 2004  2007 2010 2013  2016  2019  2022  2025 2028   2031 2034   2037年度

図表２７ 当年度純損益・累積損益・資金残の推移 

○用語解説 

・当年度純損益とは、収益から費用を引いた額 

・資金残とは、利益剰余金と留保資金をあわせた額（キャッシュ） 


